








はじめに 

心臓障害を有する身体が不自由な子供達の福祉も、一般の子供達の福祉と本質的に変わる

ところはない。しかし、心臓障害の程度によっては生涯にわたって大きなハンディキャッ

プを背負わなければならず、特別の福祉対策を講ずる必要がある。理想的にいえば、それ

は心臓障害児の全生活面、全人、生面にわたるものであり、家庭、学校、社会そのほかの

環境のなかで行われ、できるだけ健康な人々のレベルに、物心両面で同一の生活条件に近

づけることである。心臓障害を発見する機会は検診の充実により高まっており、また、そ

の機会に発見された心臓障害児に対しての公費医療制度、福祉制度も、本県においても活

用されている。しかし、障害児にとって最も必要な無償の愛、いいかえれば心や精神の支

えとなる無形のものへの配慮は未だの感がある.我々は心臓検診の事後処置と、特に心臓障

害児に面接法を中心とした心理テストを行い解析し、更にどのような「支え」が必要であ

るかを検討した。 


